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(57)【要約】
【課題】従来に比してエネルギー効率の良い空調運転を
実現しうる空調システムを提供する。
【解決手段】居室１の天井に設けられた天井通気口３と
、居室１内の各座席２の位置に対応した床に配設された
床面通気口４と、各床面通気口４の直下に設置されたフ
ァン５と、天井通気口３と床面通気口４とをつなぐダク
ト６と、冷房運転時、ファン７を所定の方向に回転させ
ることで、居室１内の空気を床面通気口４から吸い込み
、ダクト６を通して天井通気口３から吹き出させるよう
還気させる空調制御装置１０と、ファン５の動作制御を
空調制御装置１０に指示することで床面通気口４の通気
量を変更させる情報端末装置８と、を有する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　居室の天井に設けられた天井通気口と、
　居室内の各座席の位置に対応した床に配設された床面通気口と、
　前記天井通気口と前記床面通気口とを居室外を通してつなぐダクトと、
　居室内の空気を前記天井通気口、前記ダクト及び前記床面通気口を介して循環させる空
調制御手段と、
　を有することを特徴とする空調システム。
【請求項２】
　座席への着席者による通気量の変更指示を受け付ける受付手段を有し、
　前記空調制御手段は、前記受付手段により受け付けられた通気量の変更指示に応じて、
当該変更指示をした着席者が着席している座席の位置に対応した前記床面通気口の通気量
を調整することを特徴とする請求項１に記載の空調システム。
【請求項３】
　前記各床面通気口近傍に配設された送風手段を有し、
　前記空調制御手段は、前記受付手段により受け付けられた通気量の変更指示に応じて、
当該受付手段が配設された座席の位置に対応した前記床面通気口の配設位置に対応した前
記送風手段の回転速度を制御することで当該床面通気口の通気量を調整することを特徴と
する請求項２に記載の空調システム。
【請求項４】
　前記空調制御手段は、冷房運転の場合、前記天井通気口を空気の吹出口、前記床面通気
口を空気の吸込口として空気を循環させることを特徴とする請求項１に記載の空調システ
ム。
【請求項５】
　前記空調制御手段は、暖房運転の場合、前記床面通気口を空気の吹出口、前記天井通気
口を空気の吸込口として空気を循環させることを特徴とする請求項１に記載の空調システ
ム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空調システム、特に居室内における空気の循環の形成に関する。
【背景技術】
【０００２】
　オフィス等の居室内をタスク域（人が常時いる空間）とアンビエント域（それ以外の空
間）の２つに分け、タスク域を集中して温度制御することを目的とした空調方式としてタ
スクアンビエント空調が知られている。タスクアンビエント空調方式を採用すると、タス
ク域を集中して空調できるので省エネが期待できると共に、従業員がタスク域の空調を自
由に調節できるので快適性を確保できる。
【０００３】
　例えば、特許文献１では、居室の執務席の配置に応じてタスク空調域を複数のゾーンに
分割し、タスク空調域上方に位置するアンビエント空調域において各ゾーンに対応する位
置に放射冷房パネルをそれぞれ配置し、各ゾーンにおいて検出された執務者の数に応じて
当該ゾーンの放射冷房パネルの運転制御を行うことで、省エネルギー運転を可能とする技
術が提案されている。この特許文献１では、各ゾーンに対応して設ける冷気の吹出口及び
還気用スリットを天井に設けている。なお、各執務者の机に小型空調機を設けて、執務者
毎に空調を行う構成が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－１９５０４７号公報
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【特許文献２】特開２０１３－２５３７７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来においては、天井に吸込口を設けているので、例えば冷房運転の場
合、天井に溜まった暖かい空気を空調機に戻して冷却するため、必ずしもエネルギー効率
の良い空調運転が実現されているとは言い難い。
【０００６】
　一方、暖房運転の場合、天井に溜まった暖かい空気を温めるので効率的な運転が実現さ
れているとも考えられるが、着席している人の所に暖気が届いていない場合、設定温度を
上げる必要があり、結果としてエネルギー効率の良い空調運転が実現されているとは言い
難い。
【０００７】
　本発明は、従来に比してエネルギー効率の良い空調運転を実現しうる空調システムを提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る空調システムは、居室の天井に設けられた天井通気口と、居室内の各座席
の位置に対応した床に配設された床面通気口と、前記天井通気口と前記床面通気口とを居
室外を通してつなぐダクトと、居室内の空気を前記天井通気口、前記ダクト及び前記床面
通気口を介して循環させる空調制御手段と、を有するものである。
【０００９】
　また、座席への着席者による通気量の変更指示を受け付ける受付手段を有し、前記空調
制御手段は、前記受付手段により受け付けられた通気量の変更指示に応じて、当該変更指
示をした着席者が着席している座席の位置に対応した前記床面通気口の通気量を調整する
ものである。
【００１０】
　また、前記各床面通気口近傍に配設された送風手段を有し、前記空調制御手段は、前記
受付手段により受け付けられた通気量の変更指示に応じて、当該受付手段が配設された座
席の位置に対応した前記床面通気口の配設位置に対応した前記送風手段の回転速度を制御
することで当該床面通気口の通気量を調整するものである。
【００１１】
　また、前記空調制御手段は、冷房運転の場合、前記天井通気口を空気の吹出口、前記床
面通気口を空気の吸込口として空気を循環させるものである。
【００１２】
　また、前記空調制御手段は、暖房運転の場合、前記床面通気口を空気の吹出口、前記天
井通気口を空気の吸込口として空気を循環させるものである。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、居室内の天井と座席の足下に通気口をそれぞれ配設し、居室内におけ
る空気の流れを形成するようにしたので、エネルギー効率の良い空調運転を実現すること
ができる。
【００１４】
　また、着席者による通気量の変更指示に応じて当該着席者が着席する座席の位置に対応
した床面通気口の通気量を調整することができるので、空調面で着席者個々に快適な居室
環境を提供することができる。
【００１５】
　また、冷房運転の場合、天井通気口を空気の吹出口、床面通気口を空気の吸込口として
空気を循環させるようにしたので、天井通気口から吹き出された冷気を座席まで引き込む
ような空気の流れを形成することができる。
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【００１６】
　また、暖房運転の場合、床面通気口を空気の吹出口、天井通気口を空気の吸込口として
空気を循環させるようにしたので、足下の床面通気口から吹き出される暖気を着席者に直
接提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明に係る空調システムの一実施の形態が適用される居室全体を上方から見た
ときの概念図である。
【図２】図１に示した居室を側面から見たときの概念図である。
【図３】本実施の形態における情報端末装置のハードウェア構成図である。
【図４】本実施の形態における通気量設定画面の表示例を示した図である。
【図５】空調を冷房運転しているときの空気の流れを示した図１に対し、暖房運転してい
るときの空気の流れを示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、図面に基づいて、本発明の好適な実施の形態について説明する。
【００１９】
　図１は、本発明に係る空調システムの一実施の形態が適用される居室全体を上方から見
たときの概念図である。また、図２は、図１に示した居室を側面から見たときの概念図で
ある。本実施の形態における居室１は、従業員が着席して業務を行うための座席２が配設
されている。居室１の天井には通気口（以下、「天井通気口」）３が設けられている。ま
た、居室１の床には、各座席２に対応した位置に通気口（以下、「床面通気口」）４がそ
れぞれ設けられている。床面通気口４が配設される床部分は、人の落下防止及び通気が可
能なように例えば網目状に形成される。床面通気口４それぞれの直下には、送風手段とし
てのファン５が配設されている。天井通気口３及び床面通気口４は、居室１の外側を通る
ダクト６でつながっている。ダクト６の途中には、空気の流れを形成するファン７が設け
られている。
【００２０】
　空調システムに含まれる空調制御装置１０は、空調機（図示せず）の運転を制御するこ
とで冷房運転あるいは暖房運転させる。また、回転方向及び回転速度を決めるなどして各
ファン５，７の動作を制御する。空調制御装置１０は、ファン７の動作を制御することで
、居室１内の空気を天井通気口３、ダクト７及び床面通気口４を介して循環させる。循環
させる方向については追って説明する。
【００２１】
　各座席２には、情報端末装置８が設置されている。本実施の形態における情報端末装置
８は、汎用的なパーソナルコンピュータ（ＰＣ）で実現し、座席２への着席者による通気
量の変更指示を受け付ける受付手段として機能する。
【００２２】
　図３は、本実施の形態における情報端末装置８を形成するＰＣのハードウェア構成図で
ある。本実施の形態において情報端末装置８を形成するＰＣは、従前から存在する汎用的
なハードウェア構成で実現できる。すなわち、コンピュータは、図３に示したようにＣＰ
Ｕ１１、ＲＯＭ１２、ＲＡＭ１３、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）１４、入力手段と
して設けられたマウス１５とキーボード１６、及び表示装置として設けられたディスプレ
イ１７をそれぞれ接続する入出力コントローラ１８、ファン５，７の動作を制御するファ
ンコントローラ１９を内部バス２０に接続して構成される。
【００２３】
　また、本実施の形態における空調制御装置１０は、従前からある汎用的なハードウェア
構成で実現できる。すなわち、空調制御装置１０は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ハードデ
ィスクドライブ（ＨＤＤ）、空調システムに含まれる監視サーバ等と通信を行うネットワ
ークインタフェース及び各空調ユニットと通信を行う通信インタフェース等を有している
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。必要に応じてマウスやキーボード等の入力手段、ディスプレイ等の表示手段を接続して
もよい。
【００２４】
　次に、本実施の形態における動作について説明するが、まず、空調機を冷房運転させる
場合について説明する。
【００２５】
　冷房運転の場合、空調制御装置１０は、ファン５，７を所定の方向に回転させることで
図２に示した矢印の方向に空気の流れを形成する。つまり、冷房運転の場合、天井通気口
３は空気の吹出口、各床面通気口４は空気の吸込口となり、居室１内の空気は、各床面通
気口４から吸い込まれ、ダクト６を通って天井通気口３から吹き出されることで循環され
る。
【００２６】
　このように、空調制御装置１０は、冷房運転の場合、空気を足下から吸い込み天井から
吐き出させるように還気するが、天井に溜まっている相対的に暖かい空気を天井から吸い
込み冷却する場合に比して、床近傍まで降りてくる相対的に冷たい空気を床面から吸い込
み冷却する方が居室１内の空気を効率的に冷却することができる。
【００２７】
　また、天井から吐き出された冷気が各座席に対応して設置された各床面通気口４から吸
い込まれるように空気の流れが形成されるので、着席者は、この上方から足下に抜ける冷
気の流れを快適に感じることになる。
【００２８】
　ところで、同じ冷気の流れを感じる場合でも、暑がりあるいは寒がりなど体質等によっ
て快適な温度には個人差があり、また、天井に設けられた吹出口近傍の座席は空調の影響
を受けやすい。そこで、本実施の形態では、各着席者が対応する位置の床面通気口４の通
気量を制御できるようにした。
【００２９】
　図４は、情報端末装置８のディスプレイ１７に表示される通気量設定画面の表示例を示
した図である。ユーザは、自分が着席している座席２に設置された情報端末装置８に対し
て所定の操作を行うことで通気量設定用のアプリケーションを起動して通気量設定画面を
表示させる。例えば、居室１内が寒いと感じている場合、この通気量設定画面に表示され
た「減らす」ボタン２１をクリック操作する。情報端末装置８は、この着席者による通気
量の変更指示操作を受け付けると、その変更指示を空調制御装置１０へ送信する。空調制
御装置１０は、情報端末装置８から変更指示を受け取ると、変更指示送信元の情報端末装
置８が設置された座席２の位置に対応した床面通気口４に対応したファン５の回転速度を
落とすよう制御することで当該床面通気口４から吸い込む空気の量（通気量）を減少させ
る。これにより、空気の流れの勢いは落ちるので体感温度を上げることができる。通気量
を更に減少させたい場合、ユーザは「減らす」ボタン２１を更にクリックすればよい。最
終的にファン５を停止して床面通気口４の通気量のゼロにすることも可能である。
【００３０】
　一方、居室１内が暑いと感じている場合、通気量設定画面に表示された「増やす」ボタ
ン２２をクリック操作する。この操作により、空調制御装置１０は、前述した「減らす」
ボタン２１のクリック操作時とは逆にファン５の動作を制御し、当該床面通気口４から吸
い込む空気の量（通気量）を増加させる。これにより、空気の流れに勢いがつくので体感
温度を下げることができる。
【００３１】
　例えば、冷気が吹き出される天井通気口３の近くの座席を利用している者は、天井通気
口３の遠くに着席している者より寒く感じる可能性が高いので、「減らす」ボタン２１の
操作回数を増やして通気量を減少させるのが好適である。一方、天井通気口３の遠くに着
席している者は、「増やす」ボタン２２をクリック操作して冷気をより一層引き込むよう
にすればよい。
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【００３２】
　なお、本実施の形態では、画面表示されたボタンへの操作によって床面通気口４の通気
量を調整するようにしたが、その通気量の増減を視認しやすくするためのインジケータを
表示するようにしてもよい。また、例えば、スライドバーのスライダーをスライドさせる
など他の形態のユーザインタフェースにて調整できるようにしてもよい。また、オン／オ
フスイッチとしてもよい。
【００３３】
　次に、空調機を暖房運転させる場合について説明する。
【００３４】
　暖房運転の場合、空調制御装置１０は、ファン５，７を所定の方向、すなわち冷房運転
のときと逆方向に回転させることで図５に示した矢印の方向に空気の流れを形成する。つ
まり、暖房運転の場合、各床面通気口４は空気の吹出口、天井通気口３は空気の吸込口と
なり、居室１内の空気は、天井通気口３から吸い込まれ、ダクト６を通って各床面通気口
４から吹き出されることで循環される。
【００３５】
　このように、空調制御装置１０は、暖房運転の場合、空気を天井から吸い込み足下から
吐き出させるように還気するが、天井に溜まっている相対的に暖かい空気を天井から吸い
込み加熱するので居室１内の空気を効率的に温めることができる。
【００３６】
　また、本実施の形態においては、暖気を着席者に対して足下から直接吹き付けることに
なるので、着席者は、足下から上方に抜ける暖気の流れを快適に感じることになる。
【００３７】
　前述したように、本実施の形態では、各座席２に情報端末装置８を設置し、空調制御装
置１０は、通気量の変更指示の送信元の情報端末装置８を認識することで、動作制御対象
のファン５を特定するようにしたが、ファン５の動作制御を指示する着席者の座席２と、
当該座席２に対応して設置された当該ファン５との対応関係を認識できればよいので、各
座席２の情報端末装置８以外の手段からの指示に応じてファン５の動作制御を行うように
してもよい。
【符号の説明】
【００３８】
　１　居室、２　座席、３　天井通気口、４　床面通気口、５，７　ファン、６　ダクト
、８　情報端末装置、１０　空調制御装置、１１　ＣＰＵ、１２　ＲＯＭ、１３　ＲＡＭ
、１４　ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）、１５　マウス、１６　キーボード、１７　
ディスプレイ、１８　入出力コントローラ、１９　ファンコントローラ、２０　内部バス
。
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